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令和５年度小金井市総合防災訓練実施要綱（案） 

 

本年は大正１２年に発生した関東大震災から１００年を迎える節目の年であるが、

平成２３年に甚大な被害をもたらした東日本大震災や、平成２８年熊本地震など、過

去の災害は人々の記憶から徐々に失われつつあり、住民の防災に対する関心は必ずし

も強まっているとは言えない状況である。 

しかしながら、小金井市においては、最も大きい被害が想定されている多摩東部直

下地震をはじめ、都内西部の断層を震源とする立川断層帯地震、駿河湾から日向灘沖

にかけてのプレート境界を震源域とする南海トラフ地震などはいつ発生してもおかし

くない状況にあることを忘れてはならない。 

このような地震等による被害を最小限に食い止めるためには、「自らの身の安全は、

自らが守る。自分たちのまちは、自分たちで守る。」という自助・共助の理念に基づく

地域住民の自主防災能力を充実させ、地域一体としての防災力を向上させるとともに、

各防災関係機関との連携強化による災害対応力の向上が肝要である。 

 小金井市は、災害発生時における初動対応を直接担う地方公共団体であるという自

覚のもと、過去の災害から得た教訓及びこれまで実施してきた防災訓練の成果を踏ま

えて、災害対策基本法、東京都総合防災訓練実施要綱及び小金井市地域防災計画に基

づき本年度の防災訓練を実施する。 

 

１ 目的 

  小金井市、防災関係機関及び住民が一体となった総合的かつ実践的な訓練の実施

を通じて、相互の協力体制の確立と住民の防災意識の高揚及び基礎的な防災行動力

の向上を図る。 

 

２ 実施方針 

  東京都より令和４年５月に公表された被害想定の見直しの中で示された多摩地域

における突発的な直下地震の発生に備え、市南東部地域を中心に住民の積極的な参

加を求め、市民一人ひとりが訓練を通じて災害発生時における「自らの身の安全は、

自らが守る。自分たちのまちは、自分たちで守る。」ための行動を考え、日常より災

害に対して十分な準備を講じることができるよう防災意識の高揚及び防災行動力の

向上を図るとともに、地域防災計画や災害時における各種マニュアルなどに基づき、

市、自主防災組織、町会・自治会及び防災関係機関が実戦的な訓練を行うことで、

相互の連携強化を図る機会とする。 



３ 訓練の想定 

  令和５年１０月２２日（日）午前９時に、多摩地域に震度６弱以上（震源地：多

摩東部直下 規模：マグニチュード７程度）の大地震を想定する。 

 

４ 実施日時及び場所 

⑴ 日 時 

令和５年１０月２２日（日）午前９時から午前１１時４５分まで 

⑵ 場 所 

ア 各家庭における訓練    市内全域 

イ 会場における訓練    東京農工大学 小金井キャンパス 

小金井市障害者福祉センター 

  ウ 各避難所における訓練  小金井市立小・中学校（１４校） 

 

５ 実施機関 

 小金井市、小金井消防署、小金井市消防団、小金井警察署、東京都水道局立川給

水管理事務所、陸上自衛隊、東京電力パワーグリッド㈱武蔵野支社、東京ガスネッ

トワーク㈱東京西支店、㈱ＮＴＴ東日本東京武蔵野支店、㈱ＮＴＴドコモ多摩支店、

三菱自動車工業㈱、東日本三菱自動車販売㈱、Ｓ&Ｄ多摩ホールディングス㈱、㈱

フライト、東京都ＬＰガス協会北多摩南部支部、小金井市医師会、小金井歯科医師

会、小金井市薬剤師会、東京都柔道整復師会多摩中央支部小金井地区、小金井市獣

医師会、東京農工大学小金井動物救急医療センター、小金井市社会福祉協議会、小

金井市赤十字奉仕団、小金井市スカウト協議会、東京消防庁災害時支援ボランティ

ア、小金井防火女性の会、小金井市民生委員児童委員協議会、小金井市自主防災組

織、町会･自治会（市南東部地域）、小金井市障害者福祉センター など 

 

６ 実施細目 

 別に定める 


